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○大野城市都市計画提案制度の手続きに関する事務処理要領 

平成22年１月19日要領第１号 

改正 

平成23年３月31日要領第２号 

平成26年３月27日要領第３号 

大野城市都市計画提案制度の手続きに関する事務処理要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）第21条の２から

第21条の５までの規定に基づく市に対する都市計画の決定又は変更の提案の手続きに関し必要

な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 計画提案 法第21条の２の規定に基づき行われる都市計画の決定又は変更をすることに

係る都市計画の素案の提案 

(２) 提案者 計画提案を行う者 

(３) 計画素案 計画提案に係る都市計画の素案 

(４) 都市計画の案 都市計画の決定又は変更に当たり、大野城市都市計画審議会（以下「審議

会」という。）に諮問するため市が作成する都市計画の案 

（提案要件） 

第３条 計画提案できる要件は、次に掲げるところによるものとする。 

(１) 提案者は、次に掲げるいずれかに該当する者であること。 

ア 提案に係る区域内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権

若しくは賃借権（臨時設備その他一時使用のため設置されたことが明らかなものを除く。以

下「借地権」という。）を有する者（以下「土地所有者等」という。） 

イ まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法（平成10年法

律第７号）第２条第２項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他

の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社 

ウ まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体 

(２) 提案者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）、同条第６号に規定する暴力団員（以
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下「暴力団員」という。）、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員

が役員となっている法人その他の団体に該当しないこと。 

(３) 計画提案に係る土地の区域が、一体として整備し、開発し、又は保存すべき土地の区域と

してふさわしい0.5ｈａ以上の一団の土地の区域であること。 

(４) 計画素案の内容が、法第６条の２に規定する都市計画区域の整備・開発及び保全の方針、

法第18条の２に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針及び法第13条その他の法令

の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。 

(５) 計画素案の対象となる土地（国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供

されているものを除く。）の区域内の土地所有者等の３分の２以上の同意（同意した者が所有

するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の

土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積と

の合計の３分の２以上となる場合に限る。）を得ていること。この場合において、複数の所有

者又は借地権者（以下「共有者等」という。）で構成される１筆の土地については、共有者等

全員をもって１権利者として扱い、同意者の数については、同意した共有者等の共有持分の割

合に応じた数とし、同意した者に係る地積については、同意した共有者等の共有持分の割合に

応じた地積とする。ただし、共有持分の割合が不明の場合は等分とする。 

（計画提案の提出書類） 

第４条 提案者は、次の各号に掲げる書類を市に提出しなければならない。 

(１) 都市計画提案書（様式第１号） 

(２) 計画素案で、次のアからエに掲げるもの 

ア 計画書（都市計画の種類、名称、位置及び区域等都市計画の内容を表示したもの） 

イ 総括図（縮尺が１万分の１の大野城市都市計画総括図で、計画提案に係る都市計画の範囲

が明確に表示されたもの） 

ウ 計画図（縮尺が２千５百分の１の地形図で、計画提案に係る都市計画の範囲が明確に表示

されたもの） 

エ 参考図（市が必要と認める図面） 

(３) 提案資格を有することを証する書類で、次に掲げるいずれかの書類 

ア 提案者が土地所有者等である場合は、不動産登記法（平成16年法律第123号）第14条第１

項の地図又は同法同条第４項の図面の写し及び同法第119条第２項の登記事項要約書 

イ 提案者が前条第１号のイに該当する法人である場合は、法人の登記事項証明書及び定款又

は寄附行為 
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ウ 提案者が前条第１号のウに該当する団体である場合は、団体に関する申告書（様式第２号） 

(４) 土地所有者等の同意を得たことを証する書類で、次のアからウに掲げるもの 

ア 土地所有者等の同意状況一覧表（様式第３号） 

イ 都市計画提案同意書（様式第４号） 

ウ 不動産登記法第14条第１項の地図又は同法同条第４項の図面の写し及び同法第119条第２

項の登記事項要約書 

(５) 土地所有者及び周辺住民等への説明の経緯に関する資料（様式第５号） 

(６) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類 

（事前相談） 

第５条 市は、提案者に対して計画提案の手続きが円滑かつ適切に行われるように、事前相談を受

けるよう働き掛けるものとする。 

２ 提案者は、前項に規定する事前相談をする場合は、市に事前相談書（様式第６号）を提出する

ものとする。 

（計画提案の要件確認・審査及び受理） 

第６条 市は、第４条に規定する書類の提出があったときは、計画提案の要件の確認・審査を行い、

提案の要件を満たしている場合はこれを受理するものとする。 

２ 市は、計画提案が第３条各号に掲げる要件に適合しない場合（適合する見込みのない場合を除

く。）は、提案者に対して補正をするよう求めるものとする。 

３ 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、提案不成立として処理するものとする。この場

合において、市は、当該計画提案ができない旨をその理由を付して、書面により提案者に通知す

るものとする。 

(１) 前項の規定による書類の補正が行われないとき。 

(２) 計画提案が第３条各号に掲げる要件に適合する見込みのないとき。 

４ 前項に規定する場合において、受付した提案書類等は提案者に返却し、提案者の承諾を得てそ

の写しを市に保管するものとする。 

５ 市は、必要に応じて福岡県と、提案された内容の確認のための協議を行うものとする。 

（受理した計画提案に対する合意形成） 

第７条 市は、前条の規定により計画提案を受理した場合、計画提案地区住民の合意形成を図るた

め、市主催による提案地区住民を対象にした説明会を開催することにより、次に掲げる事項につ

いて説明し、提案書の周知と意見等の聴取を行うものとする。 

(１) 当該地の現況報告 
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(２) 都市計画提案制度の説明 

(３) 市に提出された計画提案の内容 

(４) 今後の検討プロセス又はスケジュール 

２ 前項の説明会において反対又は修正の意見があった場合、市は、提案者に対し修正の意思があ

るか否かを確認するものとする。 

３ 前項に規定する場合において、提案者に修正の意思があるときは、提案者は、都市計画提案書

（様式第１号）により、提案の変更を市に提出するものとし、提案者に修正の意思がないときは、

市は、そのまま提案書を受理し事務を進めるものとする。 

（受理した計画提案に対する住民周知と意見反映） 

第８条 市は、前条の規定による説明会を実施した後、計画提案がなされたことを住民及び利害関

係人に知らせるとともに、その意見を反映させるために、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、

計画素案を当該公告の日の翌日から起算して２週間閲覧に供するものとする。 

(１) 計画素案のうち、種類、名称、区域 

(２) 閲覧場所 

２ 前項の規定による閲覧に供された計画素案について意見しようとする者は、閲覧期間満了の日

の翌日から起算して１週間を経過する日までに、意見書を市に提出しなければならない。 

（受理した計画提案及び提案に対する意見書等の取り扱い） 

第９条 市は、前条の規定による閲覧を実施した後、大野城市都市計画審議会事前説明会（以下「審

議会事前説明会」という。）を開催し、計画素案及び市民等から提出された意見書等の取り扱い

について、審議会の意見を聴き、適切な手続きを遅滞なく行うものとする。 

２ 審議会事前説明会において、提案者及び反対者等の意見聴取が必要と審議会が判断したときは、

市は、再度審議会事前説明会を開催するものとする。 

３ 審議会事前説明会において、審議会から修正案等の申し出があった場合、市は、提案者に対し

修正の意思があるか否かを確認するものとする。 

４ 前項に規定する場合において、提案者に修正の意思があるときは、提案者は、都市計画提案書

（様式第１号）により、提案の変更を市に提出するものとし、提案者に修正の意思がないときは、

市は、そのまま事務を進めるものとする。 

（計画提案に対する市の判断） 

第10条 市は、次の各号に掲げる事項に関する適合性及び前３条の結果など総合的に勘案して、都

市計画の決定又は変更の必要性を判断するものとする。 

(１) 次に掲げる市のまちづくりに関する各種方針と適合していること。 
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ア 大野城市総合計画 

イ 大野城市都市計画マスタープラン 

ウ 大野城市緑の基本計画 

(２) 計画提案に係る区域内外の住民との調整状況 

(３) 計画提案に係る区域内外の環境の保全及び創造への配慮状況 

(４) 事業を伴う場合の事業の必要性、実効性、効果等 

（都市計画の決定又は変更をする場合の手続き） 

第11条 市は、計画提案について都市計画の決定又は変更が必要であると判断した場合、都市計画

提案に関する通知書（様式第７号）により判断の結果及びその理由を提案者に通知するとともに、

計画提案を基に都市計画の案を作成するものとする。 

２ 市は、前項の規定により都市計画の案を作成する場合、次項の規定による場合を除くほか、必

要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるも

のとする。 

３ 市は、計画提案が法第12条の５に規定する地区計画であるときは、大野城市地区計画等の案の

作成手続きに関する条例（平成４年条例第６号）の定めるところにより縦覧を行うものとする。 

４ 市は、計画提案に係る都市計画の決定又は変更をしようとする場合は、当該都市計画の案を法

第17条の規定に基づく縦覧に供し、その結果をホームページへ掲載することにより公表するもの

とする。 

５ 市は、前項の規定による縦覧に供した後、当該都市計画の案を審議会に諮問するものとする。

この場合において、判断の結果及びその理由、その他当該計画提案に関して必要と認められる書

類を添付するとともに、計画素案を併せて提出しなければならない。 

６ 市は、計画提案に係る都市計画の決定又は変更の告示をしたときは、その旨を提案者に通知す

るものとする。 

（都市計画の決定又は変更をしない場合の手続き） 

第12条 市は、都市計画の決定又は変更をしないと判断した場合は、審議会の意見を聴き、提案者

に速やかに理由を付して、その旨を都市計画提案に関する通知書（様式第７号）により通知する

ものとする。 

（委任） 

第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要領は、平成22年３月１日から施行する。 
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附 則（平成23年３月31日要領第２号） 

この要領は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月27日要領第３号） 

この要領は、平成26年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条、第７条、第９条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第４条関係） 
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様式第４号（第４条関係） 
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様式第５号（第４条関係） 
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様式第６号（第５条関係） 
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様式第７号（第11条、第12条関係） 

 


